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当センターは、科学技術の振興を通じ、中部地域の
産業発展に寄与することを目的に、昭和42年に設立
された財団法人であり、文部科学省・経済産業省共管
の公益法人として、中部8県をエリアに、一般への科
学技術に関する普及啓発や産学官連携の研究開発推進
など次のような事業を展開しています。

（1）共同研究推進活動
①大学等における技術シーズ調査　②企業へのシーズ
説明会開催　③コーディネート活動（専任コーディネ
タ：2名） ④広域研究会活動　⑤地域新生コンソー
シアム研究開発事業への提案　⑥前記採択件名の運
営・管理　等　　
（2）科学技術の普及促進活動
①フォーラムの開催　②財団機関紙の発行　③研究施
設見学会の開催　等
（3）公設試験研究機関等との連携活動
（4）特許化及び新技術移転の支援活動

（1）エネルギー広報活動
（2）次世代層への普及啓発活動（青少年のための科学
の祭典他） 等

（1）科学館展示品の保守・管理、館内の説明・案内業務
（2）科学館展示品の製作及び展示

化学関係学協会、電気学会など20団体の事務局業務

※当センターでは、科学技術功労者に対する叙勲、国
家褒章、文部科学大臣賞等の候補者を積極的に推薦し
ていますので、その節はぜひご活用ください。

7.2億円（13年度支出）

当センターの会長には平成3年6月から太田宏次氏
（現中部電力会長）が就任しており、中部電力から次の
4名が出向しています。

（12年7月着任　前職：名古屋支店緑電力　
センター）
（11年7月着任　前職：本店原子力計画部）
（11年7月着任　前職：火力センター新名
古屋火力発電所）
（13年7月着任　前職：本店火力部）

所在地：名古屋市中区栄二丁目17番22号
名古屋市科学館内

TEL：052-231-3043 FAX：052-204-1469
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● 公益法人とは、民法34条に基づき、公益に関する
事業を行うこと、営利を目的にしないこと、主務官
庁の認可を得ることの3つの要件を満たすことによ
って設立される団体で財団法人と社団法人があり、
両者で全国に約26,000が設立されています。
●財団法人とは、一定の目的のために提供された財
産の集まりであり、社団法人とは一定の目的のもと
に結合した人の集合体としての団体です。
なお、特殊法人とは、特別法に基づいて法律又は

政府の任命する設立委員などによって設立され、全
国に1種類しかない単独法人をいい、認可法人とは、
特別の法律に基づき、主務大臣の認可を得て設立さ
れる法人です。両者は実質的に同じであり、現在76
の特殊法人、86の認可法人がありますが、13年12
月、小泉内閣によって特殊法人等整理合理化計画が
決定され、大幅な改革が進められています。


